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序  文 

 

益城町は、布田川断層帯を震源とする平成 28 年熊本地震で、観測史上初となる最

大震度 7 の地震に 2 度みまわれ、甚大な被害を受けました。 

現在、全国から温かい御支援や御協力を賜り、復旧復興を進めています。 

本町は、熊本地震の際、各所で布田川断層帯の地表地震断層が表出しました。杉堂・

堂園・谷川の 3 地区では、発災後間もなく、専門家等の指導のもと地元の協力により、

応急的な保存の措置がとられたため、現在でも多様で顕著な地形や構造物等の変位が、

発災時の状況をほぼ留めた状態で良好に保存されています。 

その後、学術的な価値付けがなされ、地震の被害を伝える災害遺構としても貴重で

あることから、平成 30 年 2 月 13 日付けで国の天然記念物に指定されました。 

指定後は、地表地震断層等の保存状態の課題に加え、見学マナー問題が地元住民の

生活や生業に影響を及ぼす等、活用に際しても課題が生じるようになりました。 

このような状況を踏まえ、本町教育委員会では、この貴重な文化財を将来へと確実

に伝えるために、適切な保存管理と整備活用を推進するうえで必要となる方向性を定

めた『天然記念物布田川断層帯保存活用計画書』を策定しました。今後は、本計画書

で示した指針に添って、文化財の保存管理と整備活用の調整が円滑になされるものと

考えています。 

熊本地震後も毎年、全国各地で大規模な災害が起きています。今後も起こりうる大

規模災害に備えて、天然記念物布田川断層帯が防災・減災、災害科学の発展に寄与し、

まちづくりや観光、地域振興に活用されるよう努めて参ります。 

最後に、本計画策定に御尽力いただきました天然記念物布田川断層帯保存活用計画

策定委員会の委員の皆様、文化庁、熊本県教育庁、地元の皆様をはじめ関係各位に心

からお礼申し上げます。 

 

 

令和 2 年 8 月 

 

益城町教育委員会 

教育長 酒井 博範 



  



 

例  言 

 

１．本書は、熊本県上益城郡益城町に所在する国指定天然記念物布田川断層帯の保存活用計画で

ある。 

２．本計画の策定は、益城町教育委員会が事業主体となり、文化庁の国庫補助を受け、平成30（2018）

年度から令和元(2019)年度にかけて実施した。令和元年度事業については、新型コロナウイ

ルス感染拡大予防の措置に伴い事業を令和 2 年（2020）年度に繰り越し、同年度の 8 月末に

完了した。 

３．本計画の策定にあたっては、有識者及び地元代表者からなる「天然記念物布田川断層帯保存

活用計画検討委員会」を設置し、文化庁文化財第二課及び熊本県教育庁総務局文化課の指導・

助言を受けた。 

４．本計画の策定に係わる事務は、益城町教育委員会生涯学習課が行った。また、本計画書策定

に関連する一部を、株式会社アーバンデザインコンサルタントへ委託した。 

５．本書で使用した写真や関連資料については、広島大学名誉教授中田高氏、堂園地区まちづく

り協議会、ましきフットパスの会、熊本県知事公室、益城町企画財政課、産業振興課、都市

建設課、復興整備課、復旧事業課の協力を得た。 

６．本書は、天然記念物布田川断層帯保存活用計画検討委員会や文化庁文化財第二課、熊本県教

育庁総務局文化課、益城町企画財政課、産業振興課、都市建設課の指導・助言に基づき株式

会社アーバンデザインコンサルタントの協力を得て、益城町教育委員会が執筆・編集を行い、

森本星史（生涯学習課）が担当した。 

７．布田川断層帯として記載する場合は、断層帯全体を示し、天然記念物布田川断層帯もしくは

「布田川断層帯」として記載する場合は、天然記念物となっている布田川断層帯（杉堂地区・

堂園地区・谷川地区）を示す。 

８．別府－島原地溝帯は地質学の名称であるが、本計画書では〝別府－島原地溝″の名称を使用

する。 

９．本計画書では、災害遺構とは、過去に災害で被害にあった人たちが、その災害からの将来に

残したいと意図して残された構築物、自然物、記録、活動、情報等を指し、震災遺構とは、平

成 28年熊本地震の痕跡を残すもので、本町に候補として所在する 28件を指す。 

10．年号の表記は、和暦（西暦）年とした。 

11．写真撮影日の表記は、西暦年.月.日とした。 
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